
令和元年９月２０日 

 

只見町議会議長 齋藤 邦夫 様  

 

                       決算特別委員会委員長 山岸 国夫 

 

 

決算特別委員会審査報告書 

 

 本特別委員会に付託された議案について、審査の結果を会議規則第７７条の規定により 

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

  決算審査に当たっては、「予算を議決した趣旨と目的に従って適正に、そして効率的に予

算執行されたか」、「その執行によって最大限の効果が発揮できたか」を主眼にして審査し

た。 

 

１．認定第 １号 平成３０年度只見町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

審査結果 本件については、次の意見を付して原案の通り認定すべきものと決定し 

た。 

 

①  近年、事務事業の多様化と高度化により、職員の更なるスキルアップと創造力が求

められる。一方で激変する地域社会の将来を見据え、これを客観的に分析し適切な判

断による機敏な財政運営が求められる。常に行政はスピード感を持ちながら、行政組

織を充分に活用して住民サービスの維持と向上に努めること。 

 

②  不祥事が多発していることから、公務員倫理の徹底を強化すると共に、予算の執行

責任者である町長は、すべての事務に慎重を期し、法令遵守の徹底を図ること。 

 

③  人口減少と高齢化が止まらず集落機能の低下が著しい。その為、山林や農地、集落

が荒廃し鳥獣被害も多発している。実態をよく把握し、これら課題に即応した施策を

早急に構築すべきである。個々の住民や集落に寄り添い、住民自治を高め、常に協働

のまちづくりを意識しながら効率的で意義のある行政執行に当たること。 

 

 

２． 認定第 ２号 平成３０年度只見町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 



３．認定第 ３号 平成３０年度只見町国民健康保険施設特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

４．認定第 ４号 平成３０年度只見町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

５．認定第 ５号  平成３０年度只見町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

６．認定第 ６号  平成３０年度只見町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

７．認定第 ７号  平成３０年度只見町地域包括支援センター特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

８．認定第 ８号  平成３０年度只見町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

９．認定第 ９号  平成３０年度只見町集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

１０．認定第１０号 平成３０年度只見町朝日財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

 

以 上 


